
   高萩・北茨城広域事務組合組織規則 

令和元年１０月１日 

規則第１号 

改正 令和６年３月２９日規則第１号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、高萩・北茨城広域事務組合事務局設置条例（昭和５９年高萩・北茨

城広域工業用水道企業団条例第８号）に規定する事務局の組織及びその分掌事務等につ

いて、必要な事項を定めるものとする。 

 （課及び係の設置） 

第２条 事務局に次の課及び係を置く。 

 環境総務課 

  管理係 

 （分掌事務） 

第３条 環境総務課の分掌事務は、次のとおりとする。 

 管理係 

 （１） 公告式に関すること。 

 （２） 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。 

 （３） 文書の収受、整理及び保存に関すること。 

 （４） 公印の管理に関すること。 

 （５） 組織機構に関すること。 

 （６） 情報公開及び個人情報保護に関すること。 

 （７） 職員の人事管理、勤務条件等に関すること。 

 （８） 入札及び契約に関すること。 

 （９） 指名業者の選定に関すること。 

 （１０） 財産の取得、管理及び処分に関すること。 

 （１１） 予算の編成、執行及び調整に関すること。 

 （１２） 財政状況の公表に関すること。 

 （１３） 組合債及び一時借入金に関すること。 

 （１４） 高北清掃センターの施設管理に関すること。 

 （１５） ごみの搬入に関すること 

 （１６） ごみ処理手数料に関すること 

 （１７） ごみの搬入量・処理量の統計に関すること 

 （１８） 施設の新設、拡張及び改築工事の調査並びに企画に関すること。  

 （１９） 業務に係る総合調整に関すること。 

 （職制） 



第４条 事務局に事務局長（以下「局長」という。）、課に課長、係に係長を置く。ただ

し、必要があるときは、次長、参事、副参事、主査、課長補佐、副主査、主任、主幹、

主事及び主事補を置くことができる。 

 （職務） 

第５条 局長は、管理者の命を受け、局務を統括し、所属職員を指揮監督する。 

２ 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌握し所属職員を指揮監督する。 

３ 次長、参事、副参事、主査、課長補佐、副主査、係長及び主任は、それぞれ局長、課

長を補佐し、その分掌事務を掌握する。 

４ 主幹は、係長を補佐し、分掌事務を処理する。 

５ 主事及び主事補は、上司の命を受け、担当する事務に従事する。 

 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和６年規則第１号） 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

 


